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町では、胆振東部地震により割れた陶器やガラス製品の排出方法と回収日に

ついてお知らせします。なお、この他のごみについては通常どおり排出して下

さい。 

  

○対象ごみ   

地震により破損したもの（陶器類、ガラス製品等） 

 

○排出方法   

ビニール袋(レジ袋可)、ダンボール、プラスチックバケツに入れ、見やすい

場所に「地震ごみ」又は「震災ごみ」と記載し、下表の回収日に排出して下

さい。（※指定ごみ袋は不要です） 

 

回収区域 回収日 

本町・中央町・北星町・節婦町・  

レ･コードの森・東町・夕日ヶ丘・ 
9/19（水） 大狩部の一部（大節婦） 

 

大狩部・共栄・東川・美宇・新和・

太陽・里平・コスモヴューファーム 
 

9/21（金） 

 

西泊津・東泊津・大富・万世・明和・

新栄・高江・朝日・緑丘・古岸・ 
 

9/28（金） 若園・泉 

 

 

注意事項 

 ※上記回収日以降は、指定ごみ袋で排出して下さい。 

 ※少量の場合は、燃えないごみとして通常どおり指定ごみ袋で排出して構い

ません。 

 ※回収日の８時までに排出してください。 

 ※割れもののため怪我をしないようご注意下さい。 

 

お問合せ先 新冠町町民生活課町民生活グループ環境衛生係 TEL47-2112 


